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研究会運営の手引き 

 

この手引きは，(部門共通・規程 1)「部門共通規程」第 4章 研究調査 第 1条および第 2条，ならび

に(部門共通・運用5-1)「技術委員会・専門委員会運営細目」第9条による研究会の運営について定めたも

のである。 

 

1． 研究会の運営 

研究会は原則として主催技術委員会の責任において運営する。 

2． 研究会の活性化 

研究会の活性化を図るため次の方策を積極的に採用する。 

(1) 関連学協会委員会等との共催（電子情報通信学会との連催を含む）・協賛・後援 

(2) 同一専門分野研究者への発表勧誘 

(3) 依頼講演，シンポジウムなど他の技術会合との併催 

(4) 参加を容易にするため，開催地の全国的な分散やオンラインでの開催 

(5) その他 

3． 発表者の募集 

(1) 研究会開催の案内は，必ず本学会誌会告欄及び電気学会HP（研究会開催一覧）に掲載し，かつ，

1年を通じて何時でも投稿できるよう配慮する。 

(2) 主催委員会は，特定の題目を掲げて発表者の募集を行う会告をすることができる。 

会員以外の専門家の研究会発表を活発にするため他学協会との連携，個人的な情報連絡などにより研究会

の周知を図る。 

4．開催するまでの手続き 

(1) 主催技術委員会の研究会担当者は，研究会について以下の作業を担当する。 

(a) 研究会企画シートを事務局に提出 

(b) 電子投稿システムへアクセスするURLを受信した後，発表申込状況を管理する（発表申込締

切日1週間前と締切日翌日にリマインダメールが送信される）。 

(c) 申込研究題目の採否を行い，プログラムの編成をする。 

(2) 事務局は，研究会担当者から提出された研究会企画シートを元に，研究会企画情報を電子投稿シ

ステムへ登録し，申込者への原稿作成依頼を行う。 

また，研究会資料の印刷および電子図書館への掲載手続きについても事務局が担当する。 

(3) 電子投稿システムの詳細については，電子投稿システムマニュアルをWebに掲載し，運用の円滑

化を図る。 

5．研究会の参加費および開催の経費 

(1) 参加費については，別に定める「研究会参加費に関する申し合わせ」による。 

(2) 研究会を電気学会会議室以外の場所で開催する場合の会場，アルバイト代等の経費は，原則とし

て主催技術委員会の請求により当該部門会計から事務局が支払う。この場合の費用の目安として

は，原則1日あたり30,000円（注1）とする。 

注1：複数の研究会が合同で開催しても，1研究会とする。 

(3) 開催にかかる経費の請求にあたっては，支払先の領収書，請求書を添付する。 

http://www.iee.or.jp/honbu/kenqkai_boshu.htm
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(4) 部門が異なる技術委員会が合同で研究会を開催する場合の収入・支出は，年間購読者数の比率に

より按分する。ただし，参加費収入および参加費関連の支出は，当該研究会を主催する技術委員

会数により等分する。 

(5) 研究会活動補助金については，別に定める「研究会活動補助金に関する申し合わせ」による。 

6．著作権 

(1) 研究会資料に掲載される論文等の著作権に関する基本的事項は，編修・規程 3「著作権規程」に

よる。ただし，当該研究会が他団体と共催等の形で開催される場合の著作権の取り扱いは，関係

団体と協議してその取り扱いを定める。 

(2) 研究会発表者に対する著作権の周知は，別に定める「電気学会研究会への投稿の手引き」および

電子投稿システムの適宜箇所へ掲載する等，十分に配慮することとする。 

7．発表論文のページ数 

発表論文の枚数は，所定の書式で原則として6ページ以内を上限とするが，やむを得ない場合は，14

ページ未満の原稿は認めるものとする。 

8．研究会資料の発行日および販売 

研究会資料の発行日は原則として当該研究会開催初日の3日前とし，発表者が作成した原稿をもとに

電子図書館で電子データおよびオンデマンド印刷にて，論文単位および冊子単位で販売する。 

冊子単位での販売の場合，表紙には研究会名，電気学会の英語表記も記載する。論文単位の場合は，

論文本文のみの販売とする。 

9．研究会資料の年間購読 

(1) 原則として年間購読の契約期間は1月～12月とし，請求は翌年1月に行う。 

(2) 年間購読募集は，本学会誌会告によるほか，研究会会場及び電気学会HPで行う。 

10．研究会資料の作成について 

原則として紙資料は作成しない。ただし 2023 年 12 月までに開催される研究会については年間購読

者用に紙資料を作成し提供する。 

11．研究会資料の無料配布先 

研究会主催技術委員会へ電子データのダウンロード権を付与する。 

12．研究会資料の販売価格 

(1) 年間購読者は，150円に論文数を乗じたものに消費税を加算し，一円未満を切り捨てた額とする。 

(2) 年間購読者ではない一般への販売価格は，1 論文当たり，電子データ版は会員 200 円，非会員

300円，オンデマンド印刷版は会員 400円，非会員 600円に消費税を加算する。冊子単位の販

売価格は前述の単価に収録論文数を乗じたものに消費税を加算する。 

13．関連学協会委員会等との共催，協賛，後援 

(1) 関連学協会委員会等に共催や協賛，後援を依頼した場合の研究会開催案内は，原則として，当該

関連学協会誌または当該学協会HPに掲載する。 

(2) 研究会運営に関する業務の担当個所は，共催する学協会委員会等間で決める。 

(3) 研究会開催に要する経費の負担は，原則として，共催する学協会委員会等で協議して決める。 

(4) 関連学協会委員会等に共催（連催を除く）を依頼する場合は，原則として，研究会共催依頼状（様

式1）を作成して相手学協会委員会等に提出し，承諾を得る。なお，別に定める「技術会合開催

規程」（調査・規程7）の様式によって手続きすることも差し支えない。 

(5) 研究会資料の販売については，前8項および12項による。 
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(6) 外国の学会等と共同で電気学会研究会を開催する場合は別に定める「外国の学会等と共同で電気

学会研究会を開催する場合の申し合わせ」(部門共通・運要5-1-3) による。 

 

(付則) 

1. 平成5年4月6日，調査会議にて承認。  

2. 平成9年10月1日，理事会にて一部改正。  

3. 平成13年4月17日，調査会議にて4項，5項の見直しについて承認。  

4. 平成14年4月10日，調査会議にて7項，8項，12項の見直しについて承認。  

5. 平成16年3月3日，理事会において一部改正。  

6. 平成16年11月11日，研究経営会議にて12項の見直しについて承認。 

7. 平成21年7月16日，研究経営会議にて一部改正。 

8. 平成28年10月27日，研究調査会議にて一部改正。 

9. 平成29年10月24日，研究調査会議にて5項の見直しについて承認。 

10. 令和2年10月1日，研究調査会議にて一部改正，令和3年1月1日より施行。 

11. 令和2年10月30日，研究調査会議にて一部改正，令和3年1月1日より施行。 

12. 令和4年5月11日，理事会にて一部改正，令和5年4月1日より施行。 

13. 令和5年2月3日，研究調査会議にて一部改正，令和5年4月1日より施行。 

 

http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/15-research/index064.html
http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/15-research/index064.html
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（様式1） 

 

年  月  日 

○○学会 ○○委員会 

委員長 ○○ ○○ 殿 

 

電気学会○○研究会 共催の依頼について 

 

電気学会 ○○技術委員会 

委員長 ○○ ○○ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて，電気学会○○技術委員会は下記のとおり研究会の開催を企画しております。つきましては，本研

究会をより一層有意義なものとするため，貴会に共催いただきたくお願い申し上げます。 

お手数ではございますが，共催の可否を別紙「回答書」にご記入の上，○年○月○日までに電子メール

にて下記本件連絡先までお送りいただければ幸甚でございます。 

なお，共催いただけましたならば，貴会会員の方の本研究会参加費は無料とさせていただきます。 

敬具 

 

記 

 

研究会名：電気学会○○研究会 

開 催 日：○年○月○日（予定） 

開催場所：○○（予定） 

論文の著作権：著者には，電気学会研究会電子投稿システムを通じた電子投稿時の同意により，日本国著

作権法第21条から第28条に規定するすべての権利（以下，著作権という）を電気学会に譲渡

していただきます。また，電気学会研究会資料の著作権は電気学会が所有いたします。 

参加費収入および電気学会研究会資料の販売によって生じる収入：電気学会の収入に計上いたします。 

研究会開催のための支出：貴会ご負担分を除き，電気学会の支出に計上いたします。 

貴会のご負担：○○○○ 

その他：貴会会誌やホームページ等に本研究会開催案内を掲載してくださいますようお願い申し上げま

す。体裁や掲載時期はお任せいたします。 

○○○○ 

以上 

 

【本件連絡先】 

担当者名：○○ ○○ 

所  属：○○ 

E-mail：○○○○ 
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電気学会 ○○技術委員会 

委員長 ○○ ○○ 宛 

E-mail：○○○○（本件連絡先担当者E-mailを記載） 

 

 

 

回 答 書 
 

 

電気学会○○研究会の共催を 

 

 

□ 承諾する 

 

□ 承諾しない 

 

（いずれかにチェックを入れてください） 

 

 

回答日：      年     月     日 

 

貴団体名： 

 

代表者（承諾者）役職・氏名： 

 

 

 

＜連絡先＞ 

担当者名： 

E-mail： 

 

 

＜連絡事項等＞ 


